
平成２３年１１月２５日

会員各位

尼 崎 労 働 基 準 協 会

リスクアセスメント教育開催ご案内
労働災害は長期的には減少傾向にありますが、短期的には増加傾向にあります。これは生産工程の多様

化・複雑化が進むとともに、新たな機械設備・化学物質の導入等により、労働災害の原因が多様化し、その

把握が困難になっているためと言われています。

この現状を踏まえて平成１８年４月に労働安全衛生法が改正され、法第２８条の２において、建設物、設

備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等、または作業行動等に起因する危険性・有害性等を調査（リスクアセス

メント）し、その結果に基づいて労働者の危険または健康障害を防止するため、必要な対策処置を実施する

よう努めなければならないとされています。

このリスクアセスメントは、「総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、職長等」が実施すること

になっており、平成１８年度以降の安全管理者選任時教育、職長教育の中にリスクアセスメント教育が入り

ました。このことから建設業においては、Ｈ１７年度以前に受講された職長・安全衛生責任者教育修了者に

対して、リスクアセスメント教育受講の有無を確認される場合があります。

また、兵庫労働局から兵庫リスクアセスメント計画（ＨＲＡ）が公表され、更に、平成２０年度からスタ

ートした第１１次労働災害防止計画では労働災害全体を減少させるためのリスクの低減を進めるために、重

点対策としてリスクアセスメントの普及並びに実施率の向上があげられています。

以上のことより、リスク低減による労働災害防止に繋げるため、リスクアセスメント教育を開催しますの

で、大いに受講されますことを推奨いたします。

記

１．日 時 第１４ 平成２３年１２月 ９日（金）９：３０～１７：００

第１５ 平成２４年 ３月２８日（水）９：３０～１７：００

２．場 所 尼崎商工会議所 ６階 ６０１会議室

３．受講対象者 ① 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者・衛生推進者

② 安全管理者能力向上教育修了者

③ Ｈ１７年度以前職長教育修了者

④ Ｈ１７年度以前職長・安全衛生責任者教育修了者

⑤ リスクアセスメントの導入を図ろうとする者他

４．受 講 料 １０，０００円（税込み）（非会員は、１２，０００円）

５．定 員 ４０名

６．申 込 方 法 申し込み用紙に記載の上、受講料を添えて申し込み下さい。現金書留（返信用封筒 80

円切手貼付同封）、ネット申し込み可能。

７．修了証交付 「リスクアセスメント教育修了証」を交付します。

８．そ の 他 ①受講者は、受講票・筆記用具を持参下さい。テキストは当日渡します。

②受講申し込み後の取り消し、次回への変更は出来ませんのでご留意下さい。

③各受講者の個人情報は、当協会が責任をもって保管・管理し、本教育の的確な実施の

ためにのみ利用いたします。

リスクアセスメント教育カリキュラム

時 間 割 科 目 ・ 内 容 時 間

9:30 ～ 9:40 開講挨拶

9:40 ～10:40 労働安全衛生マネジメントシステム（ＯＳＨＭＳ）について １時間

10:40 ～10:50 休憩

10:50 ～11:50
リスクアセスメントの目的と意義

（考慮すべき重大な人間特性）
１時間

11:50 ～12:40 昼休憩

12:40 ～14:40 リスクアセスメントの進め方 ２時間

14:40 ～14:50 休憩

14:50 ～16:50 リスクアセスメントの演習、まとめ ２時間

16:50 ～17:00 修了証授与、閉講挨拶

計 ６時間


